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２０ 知的財産権侵害の準拠法と不法行為準拠法との関係（＊） 
 

特別研究員 種村佑介

知的財産権侵害を不法行為と法性決定する場合、不法行為の準拠法が適用される。不法行為の準拠法について、我が

国の法の適用に関する通則法（以下、「法適用通則法」という。）は、単位法律関係の類型化や連結点の柔軟化を通じて柔

軟に準拠法を決定する。このような法適用通則法における不法行為準拠法選択規則が知的財産権侵害に適用される場合

には、どのようなことを考えなければならないか。とりわけ、知的財産権一般を支配しているとされる、いわゆる「属地主義の

原則」、及び同原則が抵触法に与えている影響との関係では、どう捉えたらよいのか。この研究では、不法行為準拠法の柔

軟化によって知的財産権侵害に対する取扱いがどのように変化するのかについて、英米法諸国、とりわけイングランドにお

ける議論の変遷を軸として検討を加えていく。 

 

Ⅰ．はじめに 

この研究の構成は以下のとおりである。まず、イングランド

国際知的財産法の前提となっているように思われる考え方に

ついて論じる（Ⅱ．）。具体的には、イングランドにおいて知的

財産権のいわゆる「属地性」が抵触法に影響を与えるといわ

れるとき、論者は一体どのようなことを念頭に置いているのか、

その基礎となる知的財産権という権利に対する位置付けや、

裁判所の管轄権行使並びに準拠法選択の文脈でそうした

考え方が持つ意味を中心に検討する。 

その上で、知的財産権の侵害がイングランドの不法行為

準拠法選択規則の中でどのように処理されてきたのかを見る

（Ⅲ．）。イングランドでは、我が国の法例11条2項及び3項、

これは現代語化されて現在は法の適用に関する通則法（以

下、「法適用通則法」という。）22条となったが、これらの規定

の母法の一つであった、いわゆる「二重の訴訟可能性規則」

が不法行為の準拠法選択規則として長く支配的であった。こ

の二重の訴訟可能性規則は、1995年国際私法（雑規定）法

により一部を除いて廃止され、それとは異なる不法行為準拠

法選択規則が制定されるに至っている。したがって、イングラ

ンドの不法行為準拠法選択に関する現行法はこの1995年法

であるということになるが、連合王国は、2007年7月に採択さ

れ、2009年1月11日より適用されている契約外債務の準拠法

に関する規則（ローマⅡ規則）に参加しており、同規則の適

用範囲内においては1995年法が適用されない（1995年法

15A条及び15B条）。このローマⅡ規則にも従来の1995年法

とは異なる不法行為準拠法選択規則が含まれているため、

イングランドでは、これら三つの不法行為準拠法選択規則の

変遷の中で知的財産権侵害の準拠法をどのように考えるか

が問題となり得る。特に、イングランドでは先に述べた知的財

産権の有する「属地性」が抵触法に与える影響との関係で、

準拠法選択の場面でもやや特殊な考慮が求められるのであ

り、そうした考え方がそれぞれの準拠法選択規則の中ではど

のように働くのか、という点を中心に論じていくことにする。 

そして最後に、以上のようなイングランドの基本的な考え

方を前提とすると、例えばインターネットを通じた知的財産権

侵害のような場面ではどのようなことが生じ得るか、また、そ

れに対してはどのような対処が可能かという点について、我

が国への示唆をも含めた若干の考察を行い（Ⅳ．）、今後に

残された課題を指摘して、結びとする（Ⅴ．）。 

Ⅱ．前提：知的財産権の「属地性」が抵触法

に与える影響 

１．準拠法指定の対象が制定法であることの意味 

 

イングランドの抵触法上、知的財産権は制定法と強く結び

付いた権利であると考えられているようである。このため、イ

ングランドでは、知的財産権がその制定法の及ぶ範囲と表

裏一体を成している、との発想が強いように見受けられる。 

1760年のRobinson v Bland事件判決1は、知的財産権侵害

とは無関係の債権契約の準拠法に関する事件であるが、そ

こでマンスフィールド卿（Lord Mansfield）は、属地的な

（local）制定法と属人的な（personal）制定法とを区別し、属地

的な制定法は、「実際にイングランドのその場所にあるような

ものに関係する」と述べていた2。仮に、知的財産権がこうした

属地的な制定法の産物である、とされるならば、そのことを一

つの足掛かりとして、これら知的財産権が関わる訴訟を、（ど

こで提起されてもよいという意味での）「地域性のない訴訟

（transitory action）」に対する（その地域で提起されなければ

ならない、という意味での）地域性をもつ訴訟、すなわち「属

地的訴訟（local action）」と見る余地もあるのかもしれない3。

このような古典的な属地的訴訟準則（local actions rule）を奇

貨として外国知的財産権侵害訴訟におけるイングランド裁判

(＊) これは特許庁委託平成22年度産業財産権研究推進事業（平成22～24年度）報告書の要約である。 
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所の管轄権の制限を明らかにしたのが、高等法院（High 

Court）大法官部（Chancery Division）のTyburn Productions 

Ltd v Conan Doyle事件判決4であった。しかしながら、すぐ後

で述べるように、この属地的訴訟準則は現代ではもはや根

拠に乏しいものといわざるを得ず、このような管轄権の制限

理論は、実際には、主権者の権限（sovereign power）の行使

を理由とするものである、ということができる。このような主権

理論に基づく管轄権の制限は、英米法諸国においてはいま

だ根強いが、理論的には克服されているということができる。

むしろ今日では、いわゆる「実効性（effectiveness）」の観点か

らこうした外国知的財産権侵害訴訟におけるイングランド裁

判所の制限的態度を説明すべきなのかもしれない5。もっとも、

2011年7月27日の連合王国最高裁判所（Supreme Court of 

the United Kingdom）の判決であるLucasfilm Limited and 

others v Ainsworth and another6がTyburn事件判決を覆すに

当たり、「……この種の著作権の侵害についての請求の場

合には、その請求は、被告に対する対人的な管轄権の基礎

があることを条件にイングランド裁判所が管轄権を有するも

のであって、別の言い方をすれば、その請求は司法判断適

合 性 が あ る 」 7 と し た よ う に 、 人 的 管 轄 権 （ personal 

jurisdiction）の行使を通じ、こうした制限的な態度は少しず

つ緩和される傾向にあるように思われる。 

 さて、属地的な制定法の産物としての知的財産権、という

範疇から属地的訴訟準則を導き、それに基づいて外国知的

財産権侵害訴訟におけるイングランド裁判所の管轄権の制

限を論じること自体にもはや現代的な意味を見いだすことが

できないとしても、知的財産権が制定法と強く結び付いた権

利である、という冒頭の命題は依然として残ることになる。抵

触法の文脈において、このことが意味するのは、渉外的な知

的財産権侵害訴訟がイングランドの裁判所に提起され、イン

グランド裁判所が管轄権を有するとしても、イングランド裁判

所が自らの法選択規則によって準拠法として指定するのは、

自国又は外国の制定法である、ということである。判例法国

であるイングランドでは、制定法の持つ意味が我が国とは必

然的に異なっているように思われ、それが後述する準拠法

選択に対する考え方の違いの基礎にあるのではないか、と

考える。そこで、この研究において、イングランド、及びオー

ストラリアの知的財産権侵害の国際裁判管轄権、及び準拠

法をめぐる議論を検討するに当たっては、まず、このような制

定法と結び付いた権利としての知的財産権の性質が抵触法

にどのような影響を与えるかを念頭に置く必要があるであろ

う。そしてこの点が最も強く現れるように思われるのが、準拠

法 選 択 の 場 面 で 知 的 財 産 法 を 「 自 己 制 限 的 な

（self-limiting）」実質法規と見る見解である。こうした理解は、

不法行為準拠法選択規則の変遷を経ても根強く残っており、

イングランドで知的財産権の「属地性」が厳格に解されてい

る理由の一つとなっているように思われる。 

 

２．属地的訴訟としての外国知的財産権侵害訴訟  

 

上述の、知的財産権が制定法上の権利であることがゆえ

にもたらされる抵触法上の効果のうち、まずは、外国知的財

産権侵害訴訟が属地的訴訟に当たることを理由にイングラ

ンド裁判所の管轄権を否定するものについて検討したい。 

先にも述べたとおり、外国知的財産権侵害訴訟における

イングランド裁判所の管轄権に関する制限的態度の基点と

な っ た の が 、 1990 年 の 高 等 法 院 大 法 官 部 の Tyburn 

Productions Ltd v Conan Doyle事件判決8である。 

この事件は、要するに、米国で登録された著作権の米国

における侵害がイングランドの裁判所で問題になった、という

ものである。 

高等法院大法官部のバインロット裁判官（Vinelott J.）は、

そのような請求は認められない、と判示した。バインロット裁

判官は、いわゆる「モザンビーク・ルール」と呼ばれる1893年

の貴族院判決9で検討された準則の基礎となる考え方である、

属地的訴訟とそうでない訴訟（地域性のない訴訟）との間の

区別が、土地のみならず、著作権を含む知的財産権の有効

性又は侵害についての問題を生じる訴えにも妥当する、と考

えたのである10。 

さて、Tyburn事件判決でバインロット裁判官が外国著作権

侵害訴訟を属地的訴訟であると分類した際に依拠したのは、

外国の知的財産権は外国に所在する土地に類似すると初

めて判示した、1906年のオーストラリア最高裁判所（High 

Court of Australia）のPotter v Broken Hill事件判決11であっ

た。 

この事件は、要するに、ニューサウスウエールズ州特許権

のニューサウスウエールズ州における侵害について、原告が

ビクトリア州の裁判所に救済を求めて訴えた、というものであ

る12。 

オーストラリア最高裁判所は、裁判所はその訴訟原因に

ついての管轄権を有しないとした。オーストラリア最高裁判所

のグリフィス首席裁判官（Griffith C.J.）は、特許権は無体財

産（incorporeal personal property）であるけれども、それは幾

つかの特徴を不動産と共有している、とした13。 

その上で、そのような特許権がどのようにして設定されるか

という問いに対し、グリフィス首席裁判官は、それが国家の主

権者の権限の行使によるものであると回答していた14。そして

同裁判官は、「あらゆる主権国家は、他のあらゆる主権国家

の独立を尊重する義務があり、ある国の裁判所は、他国の政

府のその国の領土内でなされた行為につき判決する立場に

ない」とする1897年の合衆国最高裁判所の判決である

Underhill v Hernandez15を引用しながら、独占の付与に含ま
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れる主権者の権限の行使はこの法理の範囲内にあるかどう

かを問い16、これを肯定したのである17。したがって、被告は、

訴えられている特許の付与についてのニューサウスウエール

ズ州の統治権限に関する行為の有効性を問題にしているこ

とになり、そのような問題は同州の適切な裁判所によってし

か論じられ得ない、とされたのである18。 

以上のPotter事件最高裁判決の分析が示唆するのは、外

国の（厳密には、他州の）特許権侵害訴訟における裁判所

の管轄権の制限がモザンビーク・ルールへの言及により導か

れていたのは、あくまで便宜的なものにすぎず、実際には、

特許付与が何らかの主権に関わる行為である、との理解に

基づき裁判所の管轄権の制限が導かれている、ということで

ある19。 

 

３．自己制限的な実質法規としての知的財産法 

 

次に、「知的財産権が制定法と強く結び付いた権利であ

る」とすることが準拠法選択の場面でも一定の制限をもたら

す見解を紹介する。 

この点を強く主張するのは、リップシュタイン（K. Lipstein）

とフェンティマン（Richard Fentiman）である。もっとも、後述す

るように両者の理解には若干の相違があるように思われる。 

リップシュタインは、「国際私法が法廷地法又は他国の法

を適用することによって法廷地や他国と関連を有する人又は

財産を保護することができるのは、これらの法が、その人又

は物に追随し、又は物理的な置き換えを受けて変更し得る

特定の連結素によってその人又は者に結び付けられるから

である」とする20。「しかしながら、知的財産権の浮動的無体

性は、例外なく制定法の創造に係るものであり、そのような権

利を、それらがその本源を有する制定法以外のいずれの法

にも結び付けることを不可能にする。同時に、知的財産法の

排他性は、同一国におけるそのような権利に関する二つ以

上の制度の共存を不可能にする」というのである21。なぜ、こ

のような帰結が導かれるのか。リップシュタインの思考過程は

次のようなものであった。すなわち、「確かに、著作権以外の

知的財産権は、何が実際に制限付きの財産権であるのかに

ついての審査や確認を必要とする。それは、制定法による、

精神的な、率直に経済的とはいえない財産的性格を帯びた

権利の創設である。それ自体、それは自らを創設した法に依

存しているのであり、法人格と似ていないわけではないが、

法人格とは異なり、それは、それを創設した制定法の地理的

適用範囲に限られるのである。」2223ここで彼は、1977年特許

法60条1項、及び1988年著作権法16条1項を引証しつつ、実

際には同様の権利が他のあらゆる国で自国法又は国際条

約により独立に創設され得るので、「……一致する知的財産

法同士の衝突が避けられるべきであるとすれば、知的財産

権という特権の効力を抑える必要が生じる」とする24。「それゆ

え、知的財産法の適用を、当該権利を創設した法の属する

国における争訟に縮減するという、知的財産権の全く属地的

かつ排他的な実質的範囲は、他の地においてはそれが実

質的に適用可能性がない、ということにつながった」25のであ

り、換言すれば、「このような立法上の自制が、他の地へ拡張

され、又は適用される余地がないという属地的な効力範囲を

知的財産法、したがって知的財産権に原因があるとする」の

である26。リップシュタインは、このような知的財産法に本来的

に備わっている属地的効力範囲を考慮することにより、およ

そ外国の知的財産法を内国の裁判所で適用することはでき

ないと結論付けたのである2728。 

類似の主張はフェンティマンによってもなされている。フェ

ンティマンの見解では、知的財産権という国家的権利の属地

性を全く無視することは、実際には適用され得ない規範を適

用可能としようとすることにより、法選択のプロセスを誤解する

ことにつながるのである29。 

以上のリップシュタインとフェンティマンの見解は、共に知

的財産法を一種の自己制限的な実質法規と見て、そこに含

まれる地域的適用範囲を法選択のプロセスにおいても考慮

すべきである、とする点で一致する。ただ、フェンティマンが

国際私法によって指定された外国法の適用意思いかんによ

っては当該外国法を適用し、保護が与えられ得ることを示唆

する30一方で、リップシュタインは、およそ外国の知的財産法

はいかなる状況においても実効的に適用され得るものでは

ない、と考えるようである。この相違は、リップシュタインが各

国の知的財産権侵害に関する規定の効力範囲を、「その国

で創設された」権利の「その国における」侵害に限定するとの

前提で議論を進めていたためであると思われる31。 

 

４．侵害態様の区別 

 

さて、以上のことを念頭に置いてイングランドの国際知的

財産法に関する諸文献の記述を見ると、知的財産権侵害が

問題となる場面として、侵害されているのが内国の権利であ

るか外国の権利であるか、及び、侵害地が内国であるか外

国であるかにより、侵害態様を四つに区別するのが一般的

であるように思われる。すなわち、（ⅰ）内国の権利（連合王

国の知的財産権）が内国（イングランド）で侵害される場合、

（ⅱ）内国の権利が外国で侵害される場合、（ⅲ）外国の権利

が内国で侵害される場合、（ⅳ）外国の権利が当該外国で侵

害される場合、である。このように、権利がどこの国のもので

あるか、また、どこで侵害されたかによって侵害態様を区別

するのは、我が国では余り見られない、イングランドにおける

議論の特徴の一つであるように思われる。そしてイングランド

では、これらの侵害態様によって異なる考慮が働く。このよう
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な区別をする理由は、先に述べたような知的財産法に含有

される地域的適用範囲を念頭に置いているためであると考

えられる。 

Ⅲ．知的財産権侵害の準拠法と不法行為準

拠法との関係 

１．二重の訴訟可能性規則（double actionability rule） 

 

（１）二重の訴訟可能性規則とは何か 

イングランドにおいては、伝統的に知的財産権侵害につ

いて特別の準拠法選択規則は存在せず、知的財産権侵害

は伝統的に不法行為の一類型として扱われてきた。 

イングランドの不法行為の準拠法選択ルールについては、

1870年のPhillips v. Eyre事件判決32においてウィルズ裁判官

（Willes J.）が確立した、いわゆる二重の規則33と呼ばれる、

不法行為地法と法廷地法とを折衷ないし混合的に適用する

というやり方が長い間にわたって支配的であった。そしてこれ

には、およそ一世紀後の1969年のBoys v. Chaplin事件貴族

院判決34において、この規則に対する柔軟な例外が認めら

れるに至る。 

 

（２）侵害態様による区別 

（ⅰ）内国の権利が内国で侵害される場合 

不法行為がイングランドでなされる場合には、少なくともイ

ングランド法の事項として、二重の訴訟可能性規則は適用さ

れないとする先例がある35。 

（ⅱ）内国の権利が外国で侵害される場合 

この状況においては、二重の訴訟可能性規則の下、その

第一部分が充足されない、と考えられていた。換言すれば、

そうした行為はイングランドにおいては不法行為として訴え

得るものではない、ということである36。また、この規則の第二

部分も充足されない。なぜなら、当該行為がなされた外国の

法から見て、外国（連合王国）の権利であるものについて救

済を与えることは考えられない、とされたためである37。 

（ⅲ）外国の権利が内国で侵害される場合 

二重の訴訟可能性規則の下ではイングランド法が適用さ

れる状況であるが、イングランド法の下では外国の権利には

救済が与えられないため、請求は認められないことになる。 

（ⅳ）外国の権利が当該外国で侵害される場合 

（ⅱ）の状況で説明したように、①外国でなされた侵害行

為については内国法の下での訴訟可能性がない。スコットラ

ンドの民事上級裁判所（Court of Session）の第一審部

（Outer House）の判決であるJames Burrough Distillers plc v 

Speymalt Whisky Distributors Ltd で、このことが確認された

38。また、②イングランド法は外国の権利には何らの救済も与

えないため、二重の訴訟可能性規則の第一部分に当たる部

分が充足されないと考えられていた39。①は後の判決で否定

された40が、この判決は欧州連合域内の事件に限られるとす

る判決41がある。 

なお、上記①を否定した1999年のPearce v Ove Arup 

Partnership Ltd and Others事件判決42では、更に一歩進ん

で、二重の訴訟可能性規則に対する例外に依拠することに

より、外国の権利の当該外国における侵害につき、イングラ

ンド法においても不法行為責任が認められることを条件とし

て、侵害が生じ、かつ権利が創設された当該外国の法を適

用すことを認めた43。 

 

２．1995 年国際私法（雑規定）法 

 

連合王国の制定法である1995年国際私法（雑規定）法

（以下、「1995年法」という）44は、1996年5月1日より施行され

ている。1995年法により、従来の二重の訴訟可能性規則とそ

の例外からなる判例法上の準則は一部を除いて45廃止され

（1995年法10条）、代わって、同法は、一般則として不法行

為を構成する諸事実が発生した国の法が準拠法となるとし

つつ（11条）、例外的に、一般則の下での準拠法所属国と不

法行為とを結び付ける諸要因の重要性と、当該不法行為を

他国と結び付ける諸要因の重要性との比較におけるあらゆ

る状況から、その事件において生じた諸争点、又はそれらの

うちの幾つかを判断するための準拠法が当該他国の法とな

ることが実質的により適切であることが明らかである場合には、

一般則は排除され、当該他国の法がそれらの争点を判断す

るための準拠法となるとしている（12条）。 

侵害態様による区別は以下のようになる。 

（ⅰ）内国の権利が内国で侵害される場合 

1995年法9条6項は、第三編の規定が、不法行為を構成

する出来事が法廷地であるイングランドにおいて生じる場合

にも適用されることを明らかにしている46。 

（ⅱ）内国の権利が外国で侵害される場合 

1995年法11条により、侵害地である外国の法が適用され

る。実際には、この外国法の下で何らかの訴訟可能性がある

とは考えられないとされる。 

また、11条によって適用される外国法が、連合王国の権利

について訴訟可能性を与えるということが仮にあるとすれば、

イングランド裁判所は、外国法が当該外国から見て外国（連

合王国）の権利に保護を与えることで知的財産権の属地的

適用範囲に関する国際的に認められた見解を否定するとし

て、12条の適用、又は公序の発動によって当該外国法を適

用しない可能性が指摘されている47。 

（ⅲ）外国の権利が内国で侵害される場合 

1995年法11条により、侵害地であるイングランド法が適用
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される。イングランド法の下では、外国の権利につき保護が

与えられないので、訴訟可能性はないことになる48。また、こ

の状況において、12条によって一般則を排除し、「その知的

財産権を規律する国の法（the law of the country which 

governs the intellectual property right）」としての外国法を適

用することに積極的な見解49がある一方で、そのような外国

法がイングランドにおける侵害を受けて訴訟可能性を与える

とは考えられず、結果には影響しないけれども、もしその外

国法によって訴訟可能性が与えられるような場合には、公序

の発動により当該外国法の適用を回避すべきであるとする

見解もある50。 

（ⅳ）外国の権利が当該外国で侵害される場合 

1995年法11条により、侵害地である外国の法が適用され

る。外国法は自国の権利の自国における侵害に訴訟可能性

を与えることになるので、この状況において二重の訴訟可能

性規則の例外によって得られたのと同じ結果をこの一般則

の下で得られることになる。 

 

３．契約外債務の準拠法に関する欧州議会及び理

事会規則（ローマⅡ） 

 

ローマⅡ規則8条1項はいわゆる保護国法主義を採用する

ものである51。同規則は、知的財産権侵害の準拠法に関して

は専ら保護国法を適用するものであり、例外としてそれ以外

の法によることは認められないと解され、また、当事者による

準拠法選択の自由に関しては、明文でこれを否定している。 

Ⅳ．考察 

１．複数国にまたがる侵害、偏在的侵害への対応と

地域的適用範囲の考慮 

 

保護国法主義を採ると、複数国にまたがる侵害、及びその

特殊な場合としての偏在的侵害の場合には、それぞれの保

護国法の配分的な適用が生じ得る。これに対しては、保護

国法の定義との関係で、侵害を国内市場に実質的な影響が

あったものに限定するデミニマス・ルール52や、主要な侵害と

そうでないものの区別ができないような偏在的侵害の場合に

は、準拠法選択の段階でその侵害と最も密接な関連を有す

る単一の国の法を適用すること53が提案されている。とりわけ

後者の提案は、ローマⅡ規則が定めるような保護国法主義

に対する例外を構成することになるが、同時に、複数国が関

係する知的財産権の侵害については保護国法主義によるこ

とが必ずしも妥当でないことを暗示している、ともいえるであ

ろう。 

しかしながら、この保護国法主義の例外に関していえば、

この報告で論じたイングランドの知的財産法に含まれる地域

的適用範囲を考慮する議論を前提とすると、困難な問題が

生じるように思われる。すなわち、保護国法の配分的な適用

がもたらす弊害を回避するために、複数国にまたがる侵害に

ついてそれぞれの保護国とは異なる単一の法を準拠法とす

ることは、イングランドの議論でいえば、侵害態様の（ⅱ）及

び（ⅲ）のような状況を生じることになると考えられる。つまり、

権利が創設された国とは異なる国の法が侵害の準拠法とな

ることで、その権利創設国から見れば外国に当たる侵害の

準拠法に基づき、当該権利について救済が与えられるかど

うかを判断しなければならないことになるであろう。 

これについて一部の学説は、1995年法の解釈との関係で

はあるが、外国の権利が内国で侵害される場合（侵害態様

（ⅲ））に、不法行為地法であるイングランド法の地域的適用

範囲を考慮することによって救済が与えられないときは、同

法12条の排除則によって不法行為地法を排除し、代わって

「その知的財産権を規律する国の法」を適用する可能性を示

唆していた54。これに対し別の学説は、そのような、イングラン

ドから見て外国に当たる国の法が、当該国の権利の「内国

（イングランド）における」侵害を訴え得るものとしない限り救

済は与えられないことになる、と指摘する（また、仮に救済を

与えるとしても、このような外国法の適用はイングランドの公

序に反すると考えるようである。）55。後者の学説の理解を貫

けば、権利創設国と侵害地国とが異なり得る知的財産権侵

害には、およそ救済が与えられないことになるのではないか。

もっとも、このような地域的適用範囲を厳格に解する見解も、

内国の権利が外国で侵害される場合（侵害態様（ⅱ））には、

（公序を発動する方が望ましいとしつつ、）1995年法12条に

より侵害地である外国の法を適用しない可能性を示唆してい

る56。換言すれば、たとえ地域的適用範囲を厳格に解する見

解に立つとしても、この場合に関しては明らかに準拠外国法

上の地理的適用範囲を無視する目的でイングランド法の適

用を導いているといえるのである。 

この点、侵害態様（ⅲ）において、1995年法12条により「そ

の知的財産権を規律する国の法」の適用を導く見解は、むし

ろ救済を与えることを前提に、すなわち、「内国（イングラン

ド）における」侵害、という地域的適用範囲を無視して「その

知的財産権を規律する国の法」を適用することを念頭に置い

た議論であると考えるべきである。そして、そうであるとするな

らば、12条は、「実質的により適切」な場合には、ときとして外

国法の適用意思をも考慮しないとすることができる規定であ

ると解することになるだろう。 

 

 

２．我が国への示唆 
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我が国において、知的財産権侵害を国際私法上不法行

為と法性決定し、法適用通則法17条以下の規定を適用する

ことにつき争いがあるのは周知のとおりである57。この問題の

本質は、知的財産権侵害についてこれらの規定の影響を受

けないとする必要があるかどうかであるように思われる。 

もっとも、イングランドの議論から我が国への示唆を導く場

合には、以下の点に留意する必要がある。すなわち、我が国

の国際私法上、知的財産法が自己制限的な実質法規であ

るとする見解は皆無である（つまり、準拠外国法の適用意思

は原則として考慮されない58。）59。そのため、とりわけⅢ．１．

及び２．で論じたような侵害態様の区別を、我が国の知的財

産権侵害の準拠法と不法行為準拠法との関係の議論にそ

のまま持ち込むことはできない。 

我が国において、知的財産権自体の準拠法である保護国

法と不法行為の準拠法とが異なる国の法となる場合の両者

の関係は、専ら先決問題の準拠法によるべき問題と本問題

の準拠法によるべきそれとの間の区別の問題として生じるこ

とになると考えられる60。その際、法適用通則法17条ただし書

により加害行為が行われた地の法を適用する場合には、同

法20条の例外によって全体として保護国法を明らかにより密

接な関係を有する地の法とすることが示唆されている61。他

方で、これが偏在的・拡散的な知的財産権侵害に当たる場

合には、まず17条ただし書による行動地法の適用が考えら

れるが、20条に依拠することで、必要な場合には行動地法

以外の単一の法によることが可能である62。このように、知的

財産権侵害に法適用通則法20条を適用するに当たっては、

ときに保護国法主義の貫徹、また別の場合には、保護国法

主義に対する例外を認めるという、個別事件に応じた解釈の

余地を残すと見ることができるのではないか。 

Ⅴ．おわりに 

最後に、この研究の検討の過程で必要性を認識するに至

った今後取り組むべき課題を指摘して、結びとしたい。 

不法行為準拠法の柔軟化との関係でも近年重要であると

考えられるのは、当事者による不法行為準拠法の合意であ

る63。連合王国の1995年法の不法行為準拠法選択規則にお

いてこのような当事者による不法行為準拠法の合意は認め

られておらず、また、この研究でも若干触れたように、ローマ

Ⅱ規則においても知的財産権侵害の準拠法決定に際して

は準拠法選択の自由が排除されている。ただ、連合王国は、

ローマⅡ規則への参加によって一般不法行為の局面では

準拠法選択の自由を認めることになったため、このような準

拠法選択の自由が従来の議論との関係でどのようなインパク

トをもって受容されているのかは興味深い問題である。 

上記議論との関係でいえば、我が国の法適用通則法の不

法行為準拠法選択規則を知的財産権侵害に適用する場合

にも、当事者の合意による準拠法の変更（法適用通則法21

条）が問題となり得る。この点、幾つかの立法提案では知的

財産権侵害の準拠法についても当事者自治を認めるものも

あるが、当事者自治をどの程度まで許容するのかに関する

見解は、必ずしも一致していない64。知的財産権侵害訴訟が

あくまで当事者間にのみ影響を及ぼす種類の紛争であり、し

かも、法適用通則法21条ただし書によれば、第三者の権利

を害することになる場合には、その変更をその第三者に対抗

することはできないのであるから65、格別の制限を設ける必要

はないのではないかと現時点では考えている66。しかし、この

点については時間の関係から詳細に検討することができな

かった。今後は、以上のことを念頭に置き、イングランドにお

いて当事者による不法行為準拠法の合意が認められたこと

による影響を調査することなども視野に入れつつ研究を進め

ていくつもりである。 
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